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概 要  

辛亥革命は，近代江南の地主制の大きな転機であった．水害と革命後と混乱の中，田業会が呉県民政長に  

働きかけ，租糧並収を行い，これを契機に田業会が機能するようになった．また民国前期には毎年追租局が  

設置され，官・地主一体の収租体制が確立した．辛亥革命時期の租糧並収，民国前期の追租局については，  

新聞史科等を基に研究が行われてきたが，本稿は蘇州市博物館収蔵史料に基づいてその実態を考察しようと  

するものである．  

ー はじめに  

中国近代江南（蘇州）の地主制を通観してみたとき，3つないし4つの転換期が存在する．第一の転換期  

は太平天国の江南占領であり，第二は辛亥革命，第三は南京国民政府の成立である．第四を分けるとすれば，  

大恐慌と日本の占領となる．辛亥革命は，中華民国という近代国家を成立させたが，一方蘇州では租桟地主  

の同業団体である田業会を機能させ，1910年代から1927年の南京国民政府の成立に至る時期において，租桟  

経営の好転を生み出した．そのきっかけになったのが，辛亥革命の混乱の中で行われた租糧並収であった．  

政治的動乱と長江流域の大水が重なり，抗租が続発して，収租がままならない状態に対して，出業会が蘇州  

民政長に働きかけ，官のバックアップのもとに小作料である租と地丁・漕糧の糧を佃戸から直接徴収するや  

り方を取った．これが田業会の権威を高め同業組合ととしての機能を持たせることになったと同時に，佃戸  

の抗租を力で押さえるテコとなった．また，清末から設置されていた「送官追比」機関である追租局も，毎  

年のように設置され，官と租桟地主一体となった収租体制が継続された．これが民国前半に蘇州の地主経営  

が好転した原因の一つである．  
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辛亥革命時期に行われた租糧並収については，これまで小島淑男氏による新聞史科に基づいた詳細な研究  

があり，筆者も小島氏の研究に依拠し，それに租桟簿冊史料に基づいた補足を試みた（1）．追租局についても，  

新聞史科に基づいた小島氏の研究が存在する．このように租糧並収と追租局について『申報』・『時報』・  

『民立報』などの新聞史科に基づいてその実態が明らかにされてきた．筆者は蘇州市博物館において，租糧  

並収と追租局に関する4冊の史料を偶目し筆写する機会に恵まれた．これらの史料はいずれも田業会が発行  

した決算報告書である「報錆冊」であり，もう一冊の『呉県田業公会輔友部丙寅徴信録』と一緒に蘇州城内  

東部の懸橋巷にあった「洪桂蔭桟」が所有したものが蘇州市博物館に入ったと思われる（2）．本箱はこれら  

の史料の紹介をするとともに，従来新聞史科で明らかにされた租糧並収と追租局についてより深く実態を考  

察することを目的にしている．  

二 辛亥革命時期の租糧並収－『呉県田舎収支各款報鏑冊』・『元境租糧並収局収支報鏑清冊』一  

宣統三年の夏の大水，さらに1911年10月10日の武昌蜂起に始まる辛亥革命での混乱で，蘇州においても収  

租が殆どままならなくなり，田業会は蘇州民政長宗能述に働きかけて「官督紳雛」の「租糧並収局」を設け  

て公権力を用いた収租を行った．『呉県田会収支各款報錆冊』は辛亥三年の収租期間における「呉県田会」（田  

業会）の収支決算報告書である．欠落があり，第1丁の後に2丁分が欠丁し，更に第6丁以下も欠落してお  

り，正味4丁の不完全なものであるが，新聞史科と対照しながら，内容を分析したい．   

まず，収支決算の期間をみると，「辛亥年十月廿六日起壬子年八月初十日止」となっている．辛亥年十月  

廿六日は西暦では1911年12月16日に当たる．民政長宗能述に働きかけて租糧並収局が県署に設けられ徴収開  

始されるのが，1912年2月1日（宣統三年十二月十五日）であるが，田業会は抗租風潮が高まる中「又蘇州  

田業中の人は，連日元都真人殿で，収租の事宜を討議した．現在聞くところでは，城内に五路収租公局を設  

立して，各業主より分別して局に赴き徴収する．すべての田地は上熟が七成，次熟が六成，さらに悪いのが  

五成，全荒のものは謁免すると議したという．民政長に告示を出して各佃戸に遵守するよう暁諭するように  

共裏しようとしている（3）」と，連日元妙観真人殿で収租対策の会議を開き，「（十月）十二日（12月2日）  

の午後，田業会はまた真人殿で次の各事を議決した．H折価は一律に四元とする．もし任意に増減するもの  

には，民政長にこれに干渉すること請う．H十月二十日に租額を発給し，二十六日に徴収を開始すると期日  

を定める．H租額上の年月は（宣統三年でなく）辛亥の字に改めて用いる．H限が満ちた後に，各戸が郷に  

下って収租するものは，廟宇を借用して公寓を設立して，並びに軍隊の船と連絡して弾圧の助けとする（4）」  

とあるように，田業会としては宣統三年十月二十六日に徴収開始を決めている．実際の徴収は頗る悪く，「旬  

日以来，東は用直・唯亭・外跨橋から宴門に及ぶまで，北は太平橋・田浮・湘城・森口・胡家宅より，南は  

戸山・郭巷・斜塘・車坊より蔚門及ぶまでと，呉江・畠山両県に隣接する全ての区董・図董・催甲の百数十  

家は，悉く打ち壊された．循良な佃戸は脅かされて，納租することが許されず，城郷が開倉して旬日になる  

が，完租のものは絶無である（5）」という抗租風潮が吹き荒れる状況で，租糧並収という非常手段を行わざ  

るを得なかった．田業会の収支決算が十月二十六日から始まっているのは，この日に田業会の開倉＝収租の  

開始が行われたからであろう．   

正確な日付は不明であるが，租糧併収局は1912年の7月上旬に廃止された（6）．個別に追租が行われたに  

せよ，ほぼ旧暦七月で収租業務は終了したと思われる．次ぎに取り上げる『元境租糧並収局収支報錆清冊』  

という史料では，田業会が今後のあり方を討論する会合を9月30日（八月二十日）に設定していることから  

も，決算の締めが八月十日に行われていることはほぼ妥当であろう．   

次に注目する点は，田業会の収支決算で「旧管」，すなわち前年度までの繰り越しが無いことである．田  
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業会が恒常的に活動していくためには，組織体制を確立すると共に，財政的な裏付けも必要である．「新収」  

の欄に入会費と会費等があるが，「旧管」がゼロであることはこれらの入会費，会費はこの時に初めて設け  

られたことを意味している．宣枕元年の冬に田業会が設立されたが，必ずしも安定的な組織ではなく，辛亥  

革命の時期になってようやく入会費，会費の制度ができて財政的にも規則が確立したことがここから読み取  

れるように思われる．   

新収の入会費，会費について，1行に大体5つの桟名が記載されている．第2丁，第3丁の合計48行が欠  

落しているが，ここには入会費の桟名210家，42行分と合計額1行，「一，収本届各桟（常年）会費」として  

以下3行分に桟名が記載されていたと思われる．1行余るが，次項の「補赦常年経費」の中の呉帰耕桟が入  

会費の中に入っており（他の徐素行・戴遂初は（常年）会費の中に名前が見える），入会費の桟名が211家で  

43行であったかもしれない．入会費，（常年）会費については，新聞記事では次の二説がある．「元妙観真人  

殿には，かつてより田業会があり，業田者の会議の機関である．租税並収の議には，田業会は実に賛成で，  

凡そ入会したものは，菅田の数を書き送り，公局に附入して統合して徴収することができる．故に近日業主  

の入会する者は頗る多い．各業主は入会費両元を納めなければならず，常会費は田地の多寡で基準とす  

る（7）」．「元々田業（会）の各桟は局より経収するのを除き，その他の各租桟の業主で局より代収してもら  

うことを欲する者は，必ず先に入会費を納めなければならない．租田が三百畝以下の者はは入会費・常年費  

両元，五百畝以上の者は入会費・常年費各五元，千畝以上の者は入会費・常年費各十元で，入会後に始めて  

三聯単を受け取ることができる（8）」．前者の『申報』の記事では入会費は一律2元で，常会費は土地所有額  

で差異があったとあり，『時報』の記事では，入会費・常年費ともに土地所有額で2元，5元，10元の三段  

階に分かれていたとある．入会費の欄を見ると（常年）会費のように額によって分けられていないことから，  

土地所有額の多寡に拘わらず一律であったと思われる．金額は2元と思われるがここでは記載されている部  

分が欠落しているので明言できない．   

（常年）会費は，『時報』の記事と同じく2元，5元，10元の三段階に分かれており，『時報』記事では300  

畝以下，500畝以上，1000畝以上とあるが，300畝以下が500畝以下の間違い可能性がある．合計金額から計  

算すると，10元を納入したものの納入額が洋1157元，小洋33角で租桟数は116家，5元は合計額洋393元，小  

洋22角で79家，2元は合計額228元，小洋22角で115家の合計310家がこの時田業会に加入していたと思われる．  

1行に6，7家の租桟名が見られるが，これは二つ以上の租桟が合同して加入し，1行に5租桟として計算  

されてたようである．このように二つ以上の租桟が合同して加入していた場合もあると思われるので，ここ  

で名前が出ている租桟数は（常年）会費を納入した数より少し多く，10元が104家（101家一納入数），5元  

が81家（79家），2元が116家（115家）と6家が実際の納入数より多く，6家が合同して加入した数である．  

（常年）会費10元の15家が名前が欠落しているが，入会費との対照から1家を除きほぼ復元可能である．表  

1は，入会費，（常年）会費の欄にみえる租桟を表にしたものである．入会費に名前があるが，（常年）会費  

に名前のないものが14家あり，これが10元の欠落分であろう．田業会が推進した租糧並収方法には，蘇州の  

郷紳の中には強く反対するものがあった．例えば「蘇州公民申埠等は租糧並収が省議会の議決と符合してい  

ないので，審査の上の指示を請求した（9）」と，後に田業会の指導者の一人となる申埠（申士義）の申義荘  

の名前は見えず参加していないようである．清末に「四大船」と呼ばれた尤先甲の尤院寿桟，張合楽桟，王  

眉寿桟，播祖謙の清聴訓桟の名前は見られないが（10），蘇州名門の播氏，彰氏のかなりの部分が参加してお  

り，310家の租桟の参加は田業会が租糧並収を機に大きな勢力に成長したことを物語っている．   

収入の欄に，入会費・常年経費以外にもう一項目「収回塾雛印刷三聯票費」がある．これは租糧並収では  

「三聯単」を作成して，「民政長が加印した後，一聯は局に保存し，一聯は業戸に給し，一聯は局より経造  

に発給して郷に下って収租させる（11）」とあり，この三聯単を田業会が立て替えで作成したものを回収した  
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表1 田業会加入の租桟名  

租 桟 名 会 費入会金  租 桟 名 会 費入会金  租 桟 名 会 費入会金  

王  懐  徳  

主  夫  錫  

顧  釈  慶  

顧  徳  臣  

顧  院  寿  

呉  古  処  

呉  樹  徳  

許  三  徐  

許  凌  雲  

襲  耕  楽  

矯  中  立  

金  延  古  

金  介  福  

金  勤  思  

悦  復  心  

厳  安  義  

厳  安  義  

厳  敬  徳  

厳  憤  遠  

厳  徳  星  

厳 徳 星 茂  

胡  永  豊  

胡  寿  徳  

胡  信  奉  

胡  信  豊  

胡  崇  礼  

胡  如  泰  

胡  成  登  

胡  硫  横  

胡  観  輝  

顧  永  安  

顧  燕  及  

顧  懐  慶  

顧   九  恩  

顧  慶  馨  

顧  恒  豊  

顧  憤  修  

顧  仁  寿  

顧  崇  敬  

顧  清  輝  

顧  積  慶  

顧  徳  慶  

顧  輔  宜  

顧  飴  穀  

呉  希  復  

呉  玉  豊  

呉  滋  徳  

呉  宗  両  

呉  潤  徳  

呉  紹  徳  

呉  仁  寿  

呉  大  石  

呉  培  蔭  

呉  悠  久  

呉 詰 徳 新  

呉  ノ始  経  

孔  街  徳  

黄  益  秦  

黄  恒  徳  

黄  文  虹  

黄  履  泰  

杭  除  塵  

侯  嘉  楽  

侯  尊  益  

洪  桂  蔭  

洪  資  訓  

高  慶  豊  

高  奉  先  

謝  来  燕  

宋廷（挺）秀  

宋  永  記  

宋  嘉  瑞  

宋  勤  徐  

宋  啓  秀  

宋  公  字  

宋  恒  古  

来  排  除  

栄  樹  徳  

宋崇本・楽志  

栄  泰  豊  

朱  註   経  

栄  養  真  

宋  履  豊  

栄  除  塵  

周  義  和  

周勤耕義荘大有  

周  合  奏  

周  述  古  

周  信  和  

周  仁  和  

周  性  和  

周  智  和  

周  敦  厚  

周  裕  徳  

周  留  徐  

周  礼  和  

徐  維  新  

徐  懐  徳  

徐  敬  衆  

徐  載  徳  

徐  循  陽  

徐  承  院  

徐  桧  寿  
徐  震  豊  

徐  素  行  

徐 荘 仁 済 堂  

徐  迫  元  

徐  椿  蔭  

徐  同  福  

徐  宝  善  

徐  辣  豊  

⊃
 
⊃
 
⊃
 
 
 

崇  徳  呉
蒋
体
陳
播
氾
府
安
股
股
衛
衛
表
裏
 
表
 
裏
 
裏
 
表
 
衰
 
工
 
王
 
王
 
王
 
王
 
王
 
江
 
江
 
江
 
江
 
江
 
江
 
江
 
江
 
江
 
江
 
江
華
文
 
月
葛
寒
韓
 
韓
 
含
 
邸
 
 

豊
 
 

会
 
 

恰
善
叙
憤
義
憤
 
 
玉
 
樹
錦
憤
 
延
義
 
憤
 
成
 
敦
豊
 
留
 
衣
 
学
 
公
 
樹
 
樹
 
存
印
蔭
義
経
耕
 
三
 
時
 
承
 
承
 
請
 
 
合
義
義
 
承
 
山
 
屡
豊
 
碧
椿
 
 

徴
 
 

飴
 
 

堂
 
徳
徐
荘
成
館
 
尺
穀
 
興
徐
春
荘
 
徐
裕
 
裕
 
益
 
愛
 
徳
 
蒋
 
正
 
滋
 
徳
 
鎗
 
延
 
玉
 
荘
舎
蔭
蔭
蔭
志
 
徳
芽
東
秀
荘
荘
志
 
寺
豊
 
遠
 
堂
 
茂
 
 

元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
元
 
 

5
 
 
0
 
 
2
 
 
5
 
 
0
 
 
2
 
 
0
 
 
5
 
 
2
 
 
2
 
 
5
 
 
2
 
 
0
 
 
0
 
 
5
 
 
0
 
 
2
 
 
0
 
 
0
 
 
2
 
 
5
 
 
0
 
 
0
 
 
5
 
 
5
 
 
0
 
 
2
 
 
5
 
 
0
 
 
0
 
 
5
 
 
5
 
 
2
 
 
2
 
 
0
 
 
0
 
 
2
 
 
0
 
 

0
 
 
1
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
0
 
 
1
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
1
 
 
0
 
 
1
 
 
ハ
リ
 
 
l
 
 
1
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
1
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
1
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
1
 
 
1
 
 
0
 
 
1
 
 

42  



民国前期の租糧並収と迫租局  

租 桟 名  租 桟 名  租 桟 名  

徐 務 豊 伝  

徐  侃  儀  

徐  詰  穀  

徐  徐  徳  
章  霞  記  

章  知  稼  

蒋∴松（聡）蔭  

蒋  嘉  裕  

蒋  雅  宜  

蒋  皆  辛  

蒋  楽  蘭  

蒋  義  荘  

蒋  卿  祭  

蒋  世  

蒋 中 学 西  

蒋  亦  敏  

蒋  飴  豊  

粛 江 義 荘  

棄  世  徳  

樟 州 会 館  

申  敦  記  

仁  済  堂  

仁  寿  堂  

沈  益  豊  

沈 恩 輝 （曙）  

沈  承  志  

沈  敦  豊  

沈  留  韻  

沈  留  徐  

沈  麟  振  

沈詰 （飴）徳  

秦  恒  豊  

郷  承  敬  

盛  徳  新  

晴  節  堂  

帝  元  手  

帝  泰  豊  

銭  乾  和  

銭  錦  樹  

銭  樹  悪  

銭  承  敬  

銭  仁  耕  

銭  同  豊  

銭  符  九  

宣 州 会 館  

宋  経  肪  

宋五福・介福  

宋  大  石  

宋  裕  豊  
宋  蔚  渓  

曹  務  本  

孫  勤  宜  

孫  崇  勲  

孫  崇  助  

体  仁  堂  

戴  凝  豊  

戴  遂  初  

張  官  祭  

張  孝  友  

張  孝  友  

張  孝  友  

張紫鳳・保巽  

張  大  雅  

張  中  和  

張  兆  豊  

張  履  豊  

造  語  徳  

造  語  豊  

陳  永  豊  

陳  懐  仁  

陳  静  遠  

陳  敦  厚  

丁  維  新  

丁  義  荘  

程  資  敬  

鄭  義  通  

鄭  樹  徳  

屠  玉  進  

唐  晋  昌  

董  義  荘  

陶  率  鳳  

陶  際  寿  

都  敦  陸  

湯  悦  来  

馬  仁  徳  

馬  抱  素  

培  徳  堂  

盲番  栄  陽  
子番  盈  楽  

播  桧  鱗  

清  人  寿  

播  仁  寿  

清  正  飲  

酒  存  厚  
播  存  誠  

子番  中  桧  

清  適  孫  

子番  敏  憤  

盲番  豊  和  

音番  容   憤  

播  預  康  

清  華  豊  

氾  崇  徳  

氾  肇  恒  

費  恭  寿  

費  樹  滋  

経  豊  寿  

府  康  成  

府  裕  成  

鵜  恩  樹  

鵜 恩 樹 振  

方  謙  益  

方  仁  寿  

方  眉  寿  

宝  林  寿  

包  全  和  

彰  介  寿  

彰  誼   荘  

彰 思 憤 西  

彰 思 憤 東  

彰  東  昇  

彰  味  初  

魔  道  安  

万  慶  裕  

毛  和  豊  

毛 ノ始 経 森  

毛 ノ始 経 甫  

毛 ノ始 経 茂  

愈  蔭  裕  

愈  心  耕  

尤  慶  豊  

尤  請   鳳  

尤  養  徐  

尤  留  耕  

余  務  滋  

楊  義  春  

楊 慶 順 子  

楊 慶 順 寿  

楊  元  素  

楊  恰  豊  

眺  大  賀  

李  吉  徳  

李 仁 寿 礼  

李  瑞  豊  

李  素  行  

李  存  厚  

陸  永  慶  

陸  久  徳  

陸  屡  豊  

陸 倉 珠 飴  

陸 長 豊 寿  

陸  晩  香  

陸  恰  和  

陸  羊  裕  

劉  信  和  

凌  智  記  

凌 如 桧 信  

凌 如 桧 楔  
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ことであろう．以下収入とともに「開支」＝支出もこの冊には記載されていたと思われるが，残念ながら欠  

落している．   

次ぎに『元境租糧並収局収支報錆清冊』を見てみたい．これは元和県に設置された租糧並収局の収支決算  

書で，7丁の冊子である，最初に田業会から各業主に宛てた書信が載せられ，そこでは「逗啓者．田会機関  

己届周年，各職員亦届任満之時，応如何継続進行，理応由各業公同解決，伴走行止．玄准干九月三十号（即  

人月二十）下午二時，敬請蔽会公同討論，至要，至扮．呉県田会啓」と，9月30日（陰暦人月二十日）に集  

まって今後の事を話し合いたいと善かれている．ここから，田業会は辛亥革命の混乱で収租がままならず，  

呉県民政長宗能述に働きかけて実施した租糧並収で組織として実質的な機能を持ったもので，租糧並収局が  

撤去された後，どのような組織として継続するか，まだ決まっていなかったことが伺うことができる．田業  

会に参加した各業主の中には，租糧並収方法は，「心では直接納賦の権利を失うことを知っていたが，しか  

しこれ以外に別に計画がなく，その指揮に従うよりすべがなかった（12）」と，やむなく田業会に参加して租  

糧並収を選んだものも多かった．田業会は地主・租桟の間でも，官からも認知された存在ではまだなかった  

のである．それ故「蘇城の田業会は，もともと各桟の少数の移友及び一切の田販鴫蟻が組織したものである．  

その主旨は農佃から重く徴収し，田租を多く取ることにあり，少しも社会的性質がない．前期の租務が終了  

し，公局がすでに撤去されたため，該会も終結の方法を擬して都督に報告許可を申請した．前日都督の指令  

を奉じたが，そこには次のように書いてあった．里中に列ねた名前は，均しく桟号であるが，称する所の各  

節は尽く各桟主の同意を得たものであろうか．去年は水災の後に兵事が続き，やむを得ず租糧局の設置があっ  

た．もとより一時の権宜の計であり，これによって常例とすることはできない．つまり租賦にはそれぞれ田  

額があり，業主も佃戸も同じく国民であり，義務があるところは法律では必ずその負担する所を責め，権利  

に属する所は法律では必ず保護する．現在納税・完租するものは，続々としてやってきており，各々その業  

を管理すべきである．すべての該業戸等が田業会を設立して，報告許可を申請したことは，当然議論する必  

要がない（13）」と，江蘇都督から田業会の設立の報告許可が却下されている．この申請は1912年8月半ばと  

思われるが，その却下を承けて，田業会は各業主を集めて田業会の今後のあり方についての会合を持ったの  

であろう．会議の内容は定かではないが，田業会は継続され，1910年代後半には，反対していた「四大船」  

や申埠等も加わり田業会は，租桟地主の同業組合として歩んで行くことになる．   

民国時代になると蘇州府の三首県は統合されて呉県となったが，田賦等は旧三首県毎に徴収され，租糧並  

収局も呉県・長洲・元和の三つが設置され，各租糧並収局には田業会から公挙された正副局長各1名，会計  

総長2名，会計員6名，徴収員20名，司脹員10名，撃票員10名，司書12名，庶務4名，その他に州長が委任  

した監収員1名，核収銭糧員2名が置かれた（14）．その中の元和県の租糧並収局の決算簿がこの報鏑冊であ  

る．   

収支を表にしたのが第2表である．分りやすくするために，支出項目を民政署への賦税，地主の取り分，  

庶務費，人件費（「全体職員津貼」から「田会文牒難事員労敬」まで），雑費に分類している．収入の部門を  

見ると，「租糧項」と「公費項」の二つに分けられているが，「公費項」の殆どが「租糧項」から控除されて  

おり，これを除くと収入は「租糧項」が殆どである．「租糧項」は正項と遽限に分けられている．租糧並収  

局は陰暦十二月十六日（1912年1月22日）に徴収を開始し，年内を期限として，それを超えると省議会の議  

決に従って二十分の一の加徴を行った（15）．「遽限加申」がこれに当たる．租糧正項が334，090．935元，愈限  

加申が6，880．139元となっている．加徴額の20倍が租糧の正視であるので，限を超えて年外に徴収された租  

糧額は199，785元031で，正税徴収額の約60％となり，限内に徴収されたのは約40％に過ぎない．呉始経桟の  

「報錆冊」ではこの年の収租はすべて年外となっており（16），辛亥革命時期の収租の困難さがここからも浮  

かびあがる．徴収額は1畝4元として，被害状況から2成，3成，4成の三等に分け，それぞれ8角，1元  
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2角，1元6角を徴収したという（17）．仮に1．2元で計算すると徴収した田地は278，409畝となり，元和県の  

田地603，525．584畝（民国『呉県志』巻47）の約46％となる．自業田や租糧並収局に入らない業主は「州署  

の糧植に赴いて定数に照らして忙糧を納入する（18）」ことになっており，「昨年の漕糧・租米は租糧並収局  

を設立して厳しく限を決めて徴収したが，今までの徴収数は僅かに五，六割に過ぎない（19）」という新聞記  

事よりは少し徴収率は良さそうである．この正視と延納加重分が収入の殆どを占める．収入のその他は，私  

収した佃戸への罰金，重複徴収の分などである．新聞記事をみると，租糧並収において不正や混乱もあった  

ようで，田業会に参加して表1にも名前が載っている陶陳寿等の租桟が「記入する三聯単に割合を加えて（2  

成にすべきものを3成とする等一夏井）数字を水増しするごまかしを行い，発覚して処罰を行われ（20）」，「昨  

年冬長洲・元和・呉県三邑で租糧を併収したが，公局が開局する時，各業主が冊を作り桟友を派遣して局に  

赴き徴収を行った．倉卒の間で，減収三成に列すべき田が四成の冊に書き列ねたものもある．甚だしいので  

は，賦税免除の被災の田も依然として徴収の中に紛れ込まれたものもあり，紛然として混乱し追究できなく  

なっている．元局が最も甚だしく，一山の曖昧帳簿は，恐らくはっきりを算定することが難しいであろう（21）」  

と書かれた記事がある．報錆冊では重複徴収だけで，それも僅かな額に過ぎず，租桟側の不正は記載されて  

いない．  

表2 租程並収元和局の収支割合  

B 支 出  A 収 入  

項  目   
金  額   割 合  

（元）   （％）   

正  税   334090．935   98．0   

延 納 加 重   6880．139   2．0   

雑  款   22．218   0．0   

計  100．0   

項  目   
金  額   割 合  

（元）   （％）   

民  政  署   170485．474   50．0   

地主取 り 分   153436．983   45．0   

庶  務  費   4634．081   1．4   

人  件  費   12000．563   3．5   

雑  費   328．517   0．1   

計   340885．618   100．0  

表2のB，支出を見ると，半分の50％が民政署に田賦として納入され，45％が地主に渡され，残りの5％  

が経費となっている．新聞を見ると，「五割を業主に帰し，四割を官項に帰し，一割を経費とす（22）」，「一  

半を控除して糧賦に充て，一半を業主に返還する（23）」，「官と業主が各々一半を得る（24）」と，地主5：官  

4：経費1と，地主5：官5と，更に糧，助餉，地主が三分する（25）とい う三つの記事がある．この報錆冊  

を見ると，第二の地主5：官5で，経費分の5％を租糧並収局に参加した各租桟が負担したと思われる．租  

糧並収局に反対する紳士の呈文でも「一半は業主に返還し，一半は賦税に納め餉に充てる（26）」とある．収  

入の収局公費項目で「経費三点」，「各職員薪貼二点」，「各桟催甲貼費二点」，「各経造貼費二点」，「各区差貼  

費半点」，「収預備各項雑支半点」を合計すれば十点となり，これらは半数の租息から掟撥されるとあり，地  

主の取り分の租米から支払われたことが分かる．   

人件費として，職員給与・手当て1％，催甲1％，経造1％，区差0．25％の3．25％が全体収入から控除さ  

れているが，支出は3．5％である．催甲は1％の全額がそのまま支払われているが，経造・区差の場合には  

国名が分からず派差できないものがありその分が差し引かれて若干予定していた1％，0．25％よりも少なく  

支払われているが，ほぼ控除額と同額である．全体職員の薪貼は，予定の1％より少ないが，改章後の薪水，  

「酬労」を加えると約1．16％を占める．支出の人件費から職員を見ると，正副局長の他に，総会計2名（署  
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名のある蒋鳴叔・周斌之），会計6名，その他の職員12名となっており，新聞記事では総会計2名，会計6  

名は同じであるが，それ以外に徴収員20名，司脹員10名，撃票員10名，司書12名，庶務2名がおり，最初は  

新聞記事の陣容であったが，「因捧節改章後」とあり，節約のため職員の人数が削減された可能性がある．  

その他に聴差4名，監収委員（新聞記事では1名），核脹委員（新聞記事では核収銭糧員2名），民政署新酒  

書記，田会文牒難事員と護衛のための衛隊，民団に手当てが支給されている．これらの分が控除額より実際  

の支出が若干上回った理由である．   

庶務費は租糧並収局の種々の事務費用であるが，付録の「庶務収支柵数」によって大まかな分類すると（小  

洋11角＝洋1元，銭1385文＝洋1元として計算），事務費8．1％，食費62．0％，局便工銭という租糧並収局の  

使用人の給与という人件費が5．2％，炭・石油等の燃料費2．8％，筆・紙等の文具費が6．9％，設備費が10．4％，  

その他雑費が4．5％となっており，局での食費・人件費が2／3を占めている．雑費は正副局長の人馬，銀行・  

銭荘への為替郵送費，収支帳簿と現金との符合しない欠損分，洋銭の交換での差損等である．   

このように「報錆冊」と新聞記事と対照することで，元和県租糧並収局の実態がかなりの程度明らかになっ  

たと思われる．  

三 民国前期の追租局－『瀞聖関西津橋追租局勘田局報鏑冊』・『享許関西津通安橋追租局報鏑冊』一  

太平天国後，蘇州では個々の租桟では欠租する佃戸から収租することが困難になり，官から委員，差役を  

派遣して収租局，追租局を設け，官の公権力という強制で限外の収租を行うようになった．収租局・追租局  

は蘇州城周辺の主な市鎮に設置された．この二冊は共に5丁の小冊子であるが，蘇州城の西北，旧呉県北部  

の新堂関・西津備に設置された追租局の決算報告書である．前者の『新堂関西津橋追租局勘田局報錆冊』は  

乙卯の年，民国四年（1915年）のもので，後者の『新関西津通安橋追租局報錆冊』は丙寅の年，民国十五年  

（1926年）のものである．同一地域の約10年隔てた二冊の帳簿から，民国前期の追租局の実態を考えてみた  

い．   

清末から蘇州では租米を納入しない「頑疲の佃戸」に対して官が取り立て機関の追租局を設置して官の公  

権力を以て強制的に租米を徴収することが行われていた（27）．こうした催租機関は蘇州だけでなく江南では  

広く行われていた（28）．辛亥革命後の1912年に設置された蘇州の追租局は「蘇郷の木涜・横淫・新関・陳墓・  

周荘・六（用）直・陸墓等の各鎮は，歴年収租に至ると，均しく神童より蘇州府に呈話し，員を派遣した鎮  

に駐在して，局を設けて追租を行った．本期も各鎮董はまた先後して省に来て民政長に員を派遣して排理す  

ることを呈話した．現在すでに宗民政長から鎮ごとに委員一名を派追して赴いて迫租局を設立させた．その  

蘇州城の追租局はなお元妙観内に設け，すでに委員三名を派遣して，まもなく開離する．聞くところでは本  

期の追租各局は従来通りに，小竹月等の刑具及び旧日の差役を用いて熟練の助けとした．かつなお蛙館を設  

置して抗租の佃戸を収押する必要がある（29）」と蘇州城に追租局を設置し，郊外の鎮市に分局を設置して，  

刑具を用いた暴力的追租を行った．分局の一つの新聞局とそれに付随した西津橋局の民国四年と十五年の決  

算簿である報錆冊が上の資料である．   

民国四年（1915年）は「蘇垣では近半月の中，陰雨が連綿し，ちょうど新穀が登場する際で，収穫した稲  

が田の中で倒れ，発芽するものも多くある．農民はこのために恐慌し，故に各収租する処ではすでに開倉し  

て収租しているが，農民の納租は多く様子見をして赴いてはいない．一般の米商人は米価を高くし，近日毎  

石また三角あがった（30）」という長雨があった（31）．このため「呉県孫知事は県属の各業戸が均しくすでに  

問倉して租米を収めており，佃戸が抗欠することを恐れて，案に照らして各員を分派して各鎮に赴き局を設  

置して催促すべきと考え，すでにそれぞれ委員を分派して出発させた．委員の名簿は以下の通りである．湘  
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城沈爾禎，新関・貴様韓国禎，木涜・横控王孝同，陸墓・虎邦沈紹員加 唯亭査美榛，光福楊子達，車坊主維  

翰」と各鎮に委員を派遣して追租局の分局が設置された（32）．これによると新聞局には貴様局と兼任で韓国  

禎が委員として派遣された．民国十五年（1926年）は蘇州等江南各地は振虫の被害があり，「呉県各市郷の  

農田は今秋振虫が発生し，初めはただ元境の戸山等の郷，長境の貴様等の郷，呉境の横淫等の郷にすぎなかっ  

たが，近日蔓延して更に広がり，殆ど全県田畝の十分の五となった．呉県公署は連日これらの報荒の呈文を  

受け取ったが，一目で数十の多きになった．田業会は昨日すでに調査員60名を分派して各地に赴いて査勘さ  

せ，易U荒微熱の処理しやすいようにした（33）」と各地で報荒が頻発し，田業会が調査員を派遣している．さ  

らに国民革命軍の北伐が行われ，事態は切迫し，ついに翌1927年3月に国民革命軍が江南を占領し新たな政  

府が樹立されるという激動の年であった．「蘇州城中各田桟はすでに一律開倉収租しており，来城して完租  

する農民は，ひっきりなしに続いている（34）」と開倉後の収租状況は悪くなかったようであるが，国民革命  

軍の北伐の影響もあり松江，崇明等で減租を求める抗租運動が起こっており（35），収租は不安定であったと  

思われる．   

以上の状況の中で新堂関，西津備に設置された追租局の決算報告書を見てみたい．表3は民国四年，十五  

年の報錆冊を収支別に表にしたものである．   

収支報告を見てまず注目すべきは，追租局の決算は年度（限外脹収から翌年春）毎に行われるが，前年度  

からの繰り越し，来期への繰り越しがあり，追租局が毎年設置させるのが慣行になっていたと思われること  

である．先に挙げた辛亥革命時や1915年の新聞記事にも「照従前耕法」，「照案」とあり前例に依ること善か  

れている．民国十五年の収入で銀行利息が洋80元であることから，少なくとも民国十四年に追租局が設匿さ  

れたことが分かる．繰り越された分の大口は銭荘や銀行に預けられ，端数は田業会の幹部で有力租桟で，た  

ぶん新堂関・西津橋の追租局の幹事租桟と思われる沈始穀桟が預かっている．沈始穀桟は民国四年から民国  

十五年まで一貫して両追租局の中心的な存在であったことは，民国四年の報錆冊の末尾に「付話豊荘洋三百  

元，以陰暦十一月初一日起拠存沈始穀桟」とあり，民国十五年の報錆冊の最初に「沈始穀桟移塾不敷洋五十  

五元四角一厘」と沈始穀桟が不足分の立て替えを行っているから伺える．これより追租局は民国に入ってか  

らは毎年設置される機関であったと言ってよい．   

追租局の収入を見ると租桟から徴収した金が殆どを占めている．民国四年は約92．6％，民国十五年は87．2％  

である．追租局は租桟地主の要請で設置され，その費用は全く租桟地主の拠出によるものであり，在地の中  

小地主とは関わりないことがこの資料から裏付けられる（36）．租桟地主は費用を負担して追租局から局差等  

を派遣してもらい暴力的徴収を行って，欠租の佃戸から租米の徴収を行うが，その等級が甲級と乙級の二つ  

に分けられていた．費用の負担は冬，春の二季それぞれ行い，甲級が10元，乙級が5元でこれは，民国四年，  

民国十五年とも変化がない．この2冊の報錆冊に載せられている租桟は全部で92家で，それを民国四年，民  

国十五年の等級に分けて表にしたのが第4表である．   

等級が何によって分けられていたのか．表4をみると，甲級・乙級の租桟がほぼ固定していることが分か  

る．しかし呉大有，朱啓秀，朱排除と李懐徳の4租桟は等級が変化している．朱排除の場合には民国十五年  

に同じ名前が重複しており，そのうち一つが冬の乙扱から春に甲級に変化している．同じ名前が重複してい  

るのはもう一つ江飴豊がある．これは租桟が相続等で二つに分けられたと思われる．表1でも例えば楊慶順  

子・楊慶順寿や，凌如松信・凌如松楔のように租桟名で同じ名前で字号が異なるものがある．李懐徳は民国  

四年に乙扱から民国十五年に甲級に変化している．呉大有，朱啓秀の2租桟は民国四年，民国十五年とも冬  

は甲級，春は乙級となっている．また民国四年，民国十五年の冬・春の4回（西津橋は十六年春がないため  

3回）の内すべてに名前が載せられているのは新堂関で22租桟，西津橋局で2租桟に過ぎず，他の大多数は  

1～3回名前が載せられているだけである．このことから等級は追租局に催租を依頼する面積によって分け  
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表3 手許壁開局と西津橋局の収支表  

民国四年冬収支  
海午壁開局  

B）支出  A）収入  

項  目   洋（元）   銭（文）   備 考   

開 局 甲 級   120   10＊12   

開 局 乙 級   250  5＊50   

条叫欠佃鎗費   10   

解迫欠井訊費   0   20880  
計   380   20880   

項  目   洋（元）   銭（文）   

委 員 薪 膳   64   

書 記 薪 膳   44   

局 差 工 食   60   

局 使 工 食   8   

局 用 一 切   12   

県 署 知事 案   10   

置 備 灯 寵   0   360  

郵 龍 詳 文   0   930   

西津通安橋論詰船   0   3200  

通安橋分局房金   2   

城陸廟道士香伏   0   2600  

開撤局船隻火車   4   700   

計   204   7790   

差し引き  176  13090  

前期繰り越し  243  

西津橋局不足分補填  24  900   

残金  395  12190  

西津橋局  

A）収入   B）支出  

項  目   洋（元）   銭（文）   備 考   

津 局 甲 級   20   10＊2   

津 局 乙 級   45  5＊9   

条  費   3   

解 訊 欠 佃   0   8160  

計   68   8160   

項  目   洋（元）   銭（文）   

書 記 薪 膳   44   

局 差 工 食   20   

局 便 工 食   8   

局 用 抽 燭 等   12   

設 局 房 金   12   

添 置 灯 籠   0   360  

開 撤 局 船 隻   2   300   

計   98   660   

不足分  ？4  900  

民国五年春収支   
海午壁開局  

A）収入  B）支出  

項  目   洋（元）   銭（文）   備 考   

新 関 局 甲 級   60   27600   10＊8   

宿午 開 局 乙 級   125   55000   5＊33   

条  費   10   700   

解 訊 欠 佃 費   0   6960   
計   195   90260   

項  目   洋（元）   銭（文）   

委 員 薪 膳   64   

書 記 薪 膳   44   

局 差 工 食   60   

局 使 工 食   8   

局 用 抽 燭   12   

添置灯龍等物   0   1080  

県 署 知事 案   10   

西津通安橋諭話船   0   1600  

郵  龍  等   0   440  

通安橋分局房金   2   

道 士 香 火   0   2600  

開 局 船 隻   2   400   

計   202   6120   

差し引き  

撥補西津橋局不敷   

残金   

来期繰り越し  

－7  84140  

66  100  

－13  －860  

382  11330  

西津僑局  

A）収入  B）支出  

項  目   洋（元）   銭（文）   備 考   

津 局 乙 級   25   5＊5   

条  費   5   

解 訊 欠 佃 費   0   2880  

計   30   2880   

項  目   洋（元）   銭（文）   

書 記 薪 膳   44   

局 差 工 食   20   

局 便 工 食   8   

局  用   12   

設 局 房 金   12   

開 撤 局 船   2   200  

計   98   200  

不足分  66  100  
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民国十五年冬収支表  
新堂開局  

前年度繰り越し  
商業銀行存洋  1000  

沈胎穀桟移塾不敷  55．41   

A）収入  B）支出  

項  目   洋（元）   銭（文）   備 考   
商業銀行息款   80   

開 局 甲 級   110   10＊11  

開 局 乙 級   40  397500  5＊38   

解佃費除甲級不計外  8640   

条  費  2650   
計  230  408790   

項  目   洋（元）   銭（文）   

委 員 薪 膳   64   

書 記 薪 膳   44   

局 差 工 食   40   

局 便 工 食   16   

局 用 一 切   12   

通安橋局房租金   4   

通安・西津橋論詰船隻連快食   5   

置備前閑・通安橋大小灯籠   1   1000  

修理門窓堵壁工科一応  2  

置備洋灯  1620  

城隠廟道士香火  3   

前往各郷稽査有無私収欠佃用費   2   

津貼海午開局差  4  

呈文部票  1200  

開撤局往返船隻  5  1200   

計   202   5020   

差し引き  18  403770  

西津橋局  

A）収入  B）支出  

銭（文）   

項    目  洋（元）    備 考  津 局 甲 級  20 20  106000  10＊2  津 局 乙 級    5＊8  解佃費除甲級不計外   8160  条      費   1320  合    計   115480   

項  目   洋（元）   銭（文）   

書 記 薪 膳   44   

局 差 工 食   20   

局 便 工 食   16   

局  用   12   

局租房金  12  

置備灯籠  1200  

置 備 洋 灯  960   

開撤局往返船隻  4  1000   

計   108   3160   

差し引き   

両方差し引き  

洋元換算  

－88  112320  

－60  516090  189．74  

129．74  

民国十六年春収支  
海午壁開局  

A）収入  B）支出  

項  目   洋（元）   銭（文）   備 考   

開 局 甲 級   90   10＊9   

乙  級   100  187200  5＊33   

押費銭除甲級不計  1400   

条  費  2880   

計  190  191480   

項  目   洋（元）   銭（文）   

陳・呉前警察分局所長侠月費   60   

書 記 薪 膳   44   

局差・巡警工食   40   

局 使 工 食   16   

周  番   4   

局  用   12   

置備改換局牌  1．5  

置備灯寵  1600  

二次筋伝四郷地保論詰用費  4   

復伝巳釈各佃局差・巡警車飯   3   

石紫虻次赴関与陳前鯛長靴旅費   6   

城陛廟道士香火  3  

郵  片  1000  

排印報鏑  8．5   

開撤局往返船隻   5   1000  

散派報鏑飯金   1   

律 師 公 費   300   
計   512   3600  

差し引き  

洋元換算  

－322   －187880  63．688  

－258．312  

冬春合計  －128．572  

前年度繰り越し  944．59   

合計  816．018   

商業銀行への預入  800  

現金  16．027  

洋元と小洋との折価で少し数値異なる  
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表4 手許壁開局と西津橋局に参加した租桟名  
民 国 四 年 度  民 国 十 カニ 年 度  

租不曳名   件 数  冬  春   冬   春  
物日］局        海午筆問局  西洋橋局  海午筆問局  西洋橋局   海午筆問局  西洋橋局  海午筆問局  西洋橋局   

主 義 荘  4  乙級  乙級   丙級   乙級  
王 穀 士  2  乙級   乙級   
王  眉  寿   3  乙級   乙級  
汗 飴 豊  6  丙級  乙級，乙級   
i王 耕 蔭  4  乙級  乙級    乙級  乙級    乙級  乙級   
章王涌 英二  2  乙級  
二尤義荘  5  乙級   丙級  乙級  乙級   
韓義荘  3  乙級  乙級  
韓屡豊  1  乙級  
義 倉  1  乙級   
矯走遠  1  乙級  
妻徳順  2  乙級  乙級  
聾耕こ楽  1  乙級  
余永豊  1  乙級  
胡樹徳  3  乙級  乙級  
雇氏胎穀  5  汀1斉吸  乙斉吸   汀1斉吸   汀1斉吸  

旦三∠、′                ハ Rロ 徳  4  乙級  乙級  乙級  
呉 嘉 一蛮  5  甲級   丙級  甲級  甲級   
呉  帰  耕こ   5  甲級   丙級   甲級   甲級   
呉  義  荘   5  乙級   丙級   乙級   乙級   
呉 旧 徳  5  甲級   甲級   甲級   甲級   
旦               ハ古処  4  乙級  乙級  乙級  
呉滋徳新  5  甲級   乙級  甲級  甲級   
旦 士                   ハ承二心  3  乙級  乙級  
呉大有  5  乙級   丙級  甲級  乙級  
呉徳隣  1  

きt義荘  1  

音共杜蔭  4  乙級   丙級   乙級   
謝来燕  1  

女普Y斉堂  1  乙級  
米 啓 秀  5  乙級   丙級  甲級   乙級  
米  耕こ  徐   7  乙級   丙級  甲級，乙級   乙級，乙級   
朱 言主  経  5  甲毅   甲毅  甲毅  甲毅   
米 履 豊  2  乙級  
周義荘・大有  2  乙級  

2  乙級   周 経 宙  
周仁和  2  乙級  乙級  
周世徳  3  乙鍵  乙鍵   
周裕徳  2  乙赦  
周ネL訓  1  乙級 乙級   
周ネL和   5  乙級  丙級  乙級  
J＋                徐循陽  4  乙級  乙級   乙級  
徐素行  5  乙級  丙級  乙級  乙級  
徐徐徳  1  乙級  
潜承一恩  5  甲級  乙級  甲級  甲級  
潜雅宜  1  乙級  
茄汀義荘  2  乙級  乙級   
小義荘  2  乙級  
沈胎穀  5  甲級   乙級  甲級   甲級  
沈」恒沢  3  乙毅  乙毅  
沈敦厚  2  甲級  甲級  
沈敦豊  3  甲級  乙級  
沈 留 徐  1  

秦 恒 豊  3  乙級  乙級   
子音  節  堂   4  乙毅  乙毅   乙毅  
帝フt州頁  1  

宋封i実  乙毅  
2  乙級   

言草鴻徳  1  乙級  
張清和  1  

張百忍  2  乙級  
陳永豊  1  

陳二衆徳  2  ∠．級  

陳種徳  3  乙級  丙級  乙級  
陳種豊  1  

陳二二掲烈  2  乙級  
札敦厚  3  乙級   乙級  
陶 瞭 三な  2  乙級  
陶 義 荘  4  乙級  乙級   乙級   
梅晰豊  1  乙級  
貝承二訓  1  乙級  
貝積倹  2  乙級  乙級   
氾 義 荘  2  乙毅  乙毅  
盲番 人 寿  4  乙級  乙級  乙級   乙級   
盲番聴訓  3  乙級  乙級   乙級  
盲番ヲ象康  1  丙級  
鳩恭友  2  乙級   
方集賢  1  乙級  
彰恩イ真東  3  甲級  丙級  
影西成  3  乙級  乙級 乙級  乙級   
彰味初  2  乙級  乙級  
豊備倉  2  乙級  乙級  
愈j蛮裕  4  乙級  乙級   乙級  乙級  
尤暗＃  2  乙級  乙級   
尤留徐  1  乙級  
李懐仁  1  甲級  
李懐徳  2  乙級  甲級   
李瑞豊  2  乙級  乙級  
李 素 安  1  乙級  
李 素 孝子  3   ‖  乙級   乙級  
隆義経  1  乙級   
隆義荘  1  乙級  
陸勤徳  1  乙級  
陸長豊  3  乙級  乙級  丙級  
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られていたと思われる．もし冬でほぼ催租が完了すれば，翌年の春には迫租局に催租を依頼する必要がなく  

なり，名前も載せられなくなるのである．呉大有と朱啓秀の冬と春との等級変化もこのように考えれば安当  

となると思われる．勘田局の等級（甲乙丙の三級）と追租局の等級がほぼ対応するのは，面積が大きくなる  

と催租依頼の面積も大きくなるからであろう．   

表4を見て分かる第二点は，新堂開局に参加する租桟と西津橋局に参加する租桟がほぼ分かれていること  

である．両方に名前が見えるのは，江耕蔭，呉帰耕，周経舎，張百忍，彰思憤東の5租桟に過ぎない．しか  

も同一時期で重複しているものは皆無である．個別の租桟の管業地分布からみて，隣接する地域である新堂  

関と西津橋で92の租桟の殆どが一方の地域だけに管業地が偏在していることは考えにくく，双方に管業地が  

分布し，催租も追租局を通じて行われたとするのが自然である．次の支出で見るように西津橋局の収支は民  

国四年，民国十五年とも赤字で，新堂開局から補填されていることから考えて，租桟は新堂開局か西津橋局  

のいずれかに参加すれば，追租局による催租が行われ，双方に同一時期に重複して参加する必要がなかった  

と思われる．   

追租局の収入は，租桟からの徴収以外では，民国十五年には商業銀行への預入の利息80元があるが，その  

他は「条費」と「解佃費」である．「条費」は不明であるが，租桟は欠租の佃戸の佃戸を書き連ねた紙や帳  

簿を追租局に提出し催租を依頼し，甚だしい場合は「切脚」，「伝票」と呼ばれる勾引状を発行して佃戸を収  

監するが，そのときの手数料と思われる．「解佃費」「押費」は欠租の佃戸を局に護送し収監し，尋問すると  

きの手数料であろう．「呉県各市郷追租局は，時期がすでに満ちたので，均しくそれぞれ撤去され，凡そ収  

監されてまだ租米を納入していない各佃戸は，一律県署に護送して（押佃）所に発して看守する（37）」と欠  

租した佃戸は分局において収監して追比を行っており，追租局が撤去された後に蘇州城内の押佃所に集めら  

れた．欠租の佃戸の局への護送，収監及び尋問のための手数料は個別的に租桟から払われたと思われる．民  

国十五年では，「甲級不計」とあり，甲級の租桟は免除されいたらしい．この二つの費用の収入は，割合と  

しては小さく，民国四年で7．4％，民国十五年では僅か1．3％に過ぎない．呉始経桟の報錆冊でも租桟の追租  

にかかる民国に入って低下傾向にあり，追租局でも同様の傾向を示している（38）   

追租局の最大の支出は，委員，書記，局差，局便にかかる人件費であった．追租局は県から派遣された追  

租委員1名（西津橋局は新堂開局の委員が兼理）と人数は不明であるが帳簿作成等局の事務を行う書記，欠  

租の佃戸に対して催租を行う局差，局の小間使いである局便によって構成されていた．委員，書記，局差，  

局便の費用を，民国四年冬の新堂関，西津橋，民国五年春の新堂関，西津橋，民国十五年冬の新堂関，西津  

橋，民国十六年春の新堂関の順で表示すると次のようになる．委員－64，無，64，無，64，無，60（20＋40），  

書記－44，44，44，44，44，44，局差－60，20，60，20，40，20，40，局使－8，8，8，8，16，16，16．  

これより民国四年から民国十五年まで委員・書記の薪膳と局差，局便の工食は全く変わっていない．この数  

字から大胆な推測であるが新堂開局は委員1名（薪膳64元），書記1名（薪膳44元），局差3名（民国十五年  

度は2名，工食20元），局便1名（民国十五年度は2名，工食8元），西津橋局は書記1名，局差1名，局便  

1名（民国十五名は2名）で構成されていたと思われる．西津橋局は，参加する租桟が少なかったが，追租  

局として最低の陣容は必要としたため人件費や局でかかる費用はさほど新堂開局と大差なく，収支決算は赤  

字となっている．民国十六年春新堂開局の周番がどのようなものか不明であるが，警護等の費用としてひと  

まず人件費入れて計算すると，支出中で人件費の占める割合は，民国四年度で約80％，民国十五年度で約50％  

となっている．民国十五年度は後に述べるように弁護士費用が大きくかかっておりこれを含めると86．5％と  

なる．人件費の項目を見ると，民国十六年春は他の時期と異なっている．追租委員ではなく警察分局所長，  

局差は巡警に変えられている．これは1927年の国民革命軍の蘇州占領に伴って，追租局が警察・巡警によっ  

て行われる等で変化があったことを示している．  
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そのほかの支出をみると，局用，通安橋局や西津橋局の賃料，灯籠等の設備費，開局・撤局の費用等の局  

での設備関係費が，金額的には民国四年度，十五年度ともほぼ同じ88．5元（14．4％），73．9元（7．9％）かかっ  

ている．その他県署新案が民国四年度には新堂開局で冬・春とも10元ずつかかっている．欠租の佃戸を県署  

で登録して案件にするための費用であろうか．新堂開局の中に分局として設置されたと思われる通安橋局と  

西津橋局へ，委員が論詰に行った旅費費用がある．民国十六年春には四郷地保論詰用費とあり，通安橋局，  

西津橋局で地保へ催租の督促を行わすために委員が出かけた旅費の費用と思われる．その他旅費に当たるも  

のに，民国十人年春に「石紫淵先生二次赴関与陳前分局長接拾旅費伏食」がある．石紫淵は同じく蘇州市博  

物館に収蔵されている『呉県田業公会輔友部丙寅分徴信録』では送他・調査員として名前が見られ，沈敦豊  

桟の司脹と思われる．沈敦豊桟は表5に民国4年度の冬春に甲級として，勘田局では乙級として名前が載り，  

かなり大きな租桟であったと思われ，石紫淵も田業会輔友部の職員となるなど，租桟司脹の中では中心的な  

存在と考えられる．彼が田業会から派遣されて，追租の事で新堂関警察分局所長の陳某と2回折衝に行った  

費用がこれと思われる．折衝内容は全く不明であるが，ここにも国民革命の影響が1927年春にすでに蘇州で  

現れていることが伺える．郵送費は民国四年度，民国十五年度ともごく僅かである．新堂開局で両方に現れ  

ている項目として城陛廟の道士への香火費がある．民国四年度は銭2600文ずつ，民国十五年度は洋元3元ず  

つである．この城陛廟は「新堂鎮彰華郷二都七図，開署の後の太平巷北口にあり．…明景泰の間に，椎署を  

設けて百貨に碗を取り，並びに署の左に城陛廟を建て，椎侵するものが歳時にここに礼を行った（39）」とあ  

る新堂関鎮の城陛廟である．追租局の安全を祈願したのか，それとも新堂開局に房租という賃料がないこと  

から城陛廟に局を匿き，その謝礼の可能性もある．   

以上支出項目を見てきたが，民国十六年春の項目がそれまでと異なるものであったことはすでに明らかに  

なったが，最大のものが「律師公費」，即ち弁護士費用である．租桟地主が追租局が設置した理由について，  

『申報』の記事では次のように記されている．「調べるとこれらの欠租の事はもとより民事の性質に属し，  

各業戸は民事訴訟法例を遵照して司法官庁に正式に起訴すべきものであり，追租局の設置の必要はない．し  

かるに蘇省田業会は，法院で欠租の事を処理すれば，必ず被告・原告が法廷で対質することになり，業主の  

威信が大いに失われる．甚だしくはづ頑の佃戸が証拠を虚構して，業主を反って敗訴の地位に立たせる．こ  

れで上級官庁に追租局を恢復してくれるように棄求して，まもなく省長が批准して，県に遵照して排理する  

よう命令した．これが該局が設立された原因である（40）」．国民革命の進展とともに，江南でも抗租風潮が  

高まり，追租局や田業会も批判を受けるようになり，1927年末から28年初めにかけて「江蘇二五減租」が実  

施される（41）．「江蘇二五減租」は不徹底で短命に終わるが，欠租の問題は追租局でなく，佃租仲裁会や佃  

租処分所などで行われるようになり，以前の迫租局のような租桟地主の利害が反映されるものではなかった．  

この年の追租がいつまで行われたは不明であるが1927年春段階では，まだ状況が極めて流動的あったが，田  

業会の租桟地主は欠租の佃戸との法的訴訟や県政府との関係を考え，ここに300元という支出の最大項目の  

「律師公費」が支出されたと思われる．   

なお，民国四年の『新堂関西津橋追租局勘田局報錆冊』には勘田局の収支が記載されているが，不明な点  

が多いことと紙数に制限から，後日の分析に期したい．  

註   

（1）小島淑男「辛亥革命前後における蘇州府の農村社会と農民闘争」東京教育大学文学部東洋史研究室アジア史研究会・中国   

近代史部会編『近代中国農村社会史研究』大安，1967年（後に小島淑男『近代中国の農村経済と地主制』汲古書院，2005年，   

所収）．夏井春喜『近代江南の地主制研究一租桟関係簿冊の分析－』第六章辛亥革命と蘇州農村，汲古書院，2001年．  
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（2）『呉児田業公会輔友部丙寅徴信録』については，拙稿「蘇州の田業会に関する一考察一呉県田業銀行・蘇州電気廠との関   

係について－」『史流』第42号掲載予定，参照．  

（3）「新蘇州之近事録」『時報』1911年12月4R．  

（4）「蘇州田業会紀事」同上 〈地方要聞〉，1911年12月5日．  

（5）「蘇州抗租風潮」同上〈地方要聞〉，1912年1月2日．  

（6）「上年秋収歎薄，農佃欠租者多，錐経設立租糧公局，厳加比追，無如菅種己過，各佃覇押固囲，依然無力清還．日内公局   

将次裁撤，…」（「金閣項談」『申報』1912年7月5日），「現在租糧並収局，業己裁撤，而該佃戸等偽挺押不敵．」（「佃戸欠租   

之下場」同上，1912年7月10日）という二つの記事から，7月上旬に廃止されたと思われる．  

（7）「蘇州租務一夕話」『申報』1912年1月25日．  

（8）「蘇垣収租彙記」『時報』〈地方要聞〉，1912年1月31日．  

（9）「蘇都督指令彙録」『申報』1912年2月7日．  

（1¢）高年庵「蘇州地主対農民的最後一次欺騙」『蘇州文史資料』1～5合輯（初版は文革前で詳細な年は不明）1990年，357頁．   

新聞記事でも「当時頗有反対者，是以義倉堂局堕播・尤・張・王各業主，均不願附局併収，宜収数之無起色也．」（「蘇州租   

糧並収局之近状」『中辛鮎1912年2月9日）とある．  

（川 「蘇州業戸収租之手続」『申報』1912年1月31日．  

（1勿 「蘇州租務一夕話」『申報』1912年1月25日．  

（1瑚 「呉門新語録」同上，1912年8月26日．  

（14）「蘇垣収租之手続」同上，1912年2月2日．  

（15）同上．陰暦十二月十六日に徴収開始したことは，「蘇州租糧並収局之近状」（『申報』1912年2月9日）からも確認できる．  

（16）拙稿『中国近代江南の地主制研究』前掲，310頁の表4－20．  

（17）「蘇州収粗雑法続紀」『中華鮎1912年1月22日．  

（1料 註（14）．  

（1功 「佃戸欠租之下場」同上，1912年7月10日．  

餉 「蘇州租糧並収局之近状」同上，1912年2月9日．  

帥 「蘇台新紀事」同上，1912年3月24日．  

佃 「蘇州収粗雑法続紀」同上，1912年1月22日．  

錮 「蘇属変通収租之手続」同上，1912年1月18日，「新蘇州雑録」『時報』1912年1月20日．  

糾 「蘇州徴収糧租之実情」『時報』，1912年2月6日．  

佃 「蘇垣近事紀」同上，1912年1月23日．  

鯛 「蘇州臨時州議会上荘都督呈並宗民政長照会」同上，1912年2月10日．  

帥 清末民初の追租局については，前掲小島淑男「辛亥革命前後における蘇州府の農村社会と農民闘争」に詳しく善かれてい   

る．  

㈹ 例えば，1916年の『申報』には，「無錫租税局，専司催租之機関，向隷於県署第二科．該局委員胡樹蘭，本前清典史，光   

復時到差以来，己歴五戟．乃胡因所用催租巡警，時有騒擾行為，頗不拾於輿情，楊知事到任以後，以租税局各県所無擬即実   

行裁撤．胡乃挽有力紳士，為之緩頬，楊知事始允重行組織，将租税局改為催租所，設雑事員二人，暫留胡某，以資熟手，男   

派一人嚢雛，蒋資監視．租税巡警，一律裁撤，催租事宜，別帰司法巡警兼雛云」（「租税局重行改組」『申報』1916年9月17日）   

の無錫県と，「嘉興県知事張夢杢，以毎届新穀登場，各郷民対於赦納粗末，戎有持蛮不納，並有聯郷隣坪，希図短所情事，   

客民尤属狭檜，戎易地調○，互相推護，戎席捲而逃，無従査問，不特業主受損，即国課亦遭影響．宴特依向章，於目前在県   

署設立追租局，以便各業主呈請追租，並出示通知各郷，将応納粗末早目完敗」（「追租局宣告成立」同上，1916年10月28日）   

の嘉興県の催租機関の記事がある．  

餉 「蘇州通信」『申報』1912年2月5日．  

郎）「紀農民之苦両」同上，1915年11月11日．  

帥 南匪等の浦東地方では聞荒による大規模な騒動が起こっている．  

㈹ 「呉県署派員催租」『申報』〈地方通信・蘇州〉1915年12月16日．  

餉 「蘇州短簡」『民国日報』1926年10月2日．  

糾）「戒厳後之蘇垣現状」『申報』〈地方通信・蘇州〉1926年11月17日．  

㈲ 例えば「請求減租之継起」同上〈地方通信・松江〉1926年11月12日，「農民之減租運動」『民国日報』〈地方通信・崇明〉1927   

年1月7日．  

郎）蘇州の田地は「王県長以呉県田畝向有管業・自業之分，管業須伯七成，自業僅伯三成」と管業・自業に分けられ，その内  
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管業が7剖を占めていたという（「開雛験契之請示」『申報』〈地方通信・蘇州〉）1928年3月10日）．災害と時の勘災も管業   

は租桟の司脹，自業は郷董が行うなど異なっていた．また1940年に西津橋の南東に位置する楓橋鋲第11，12保で行った調査   

では，「納租の方法従って地主から言えば収租の方法は，不在地主と居郷地主，大地主と小地主とで異なる．大体不在の大   

地主は収税処という官憲との合作機関によって徴収する．然し之等以外のもの即ち水田における前述の50事例では地主の性   

質上収租処へは納入されない．何となれば，収租処によるものは大体事変前租桟を作っていた地主が主であり，小地主には   

稼がないのである．…なお，欠租した場合，大地主は官憲を動員して押佃所に留置する等の措置をとるが，小土地所有の地   

主ではかかる強制措置を使用することができない」（林恵海『中支江南農村社会制度研究』上巻，有斐閣，1953年，186～187   

頁）と，収租処，押佃所は不在の大地主のためのもので，在地の小地主とは関わりなかった．  

郎）「恢復追租局」『申報』〈地方通信・蘇州〉1918年2月23日．また「蘇佃頑榎，追租亦無善法．近以停止刑訊，更加疲頑．   

即以上年各県抗租之佃戸，覇押累累，長境五百鎗人，元境四百鎗人，呉県最少，亦百鎗人，加以太靖両境及各処追租局，尚   

不在内，己達一千鎗人．」（「実行抗租拍売財産耕法」同上，1913年2月18日）と蘇州城内だけではなく，各郷の追租局にも   

抗租の佃戸が収監されている．  

㈹ 拙著第六章，辛亥革命と蘇州農村，428頁．  

卵）凌寿瑛纂『涼午堅関志』道光7年刊，巻九廟宇．…以下は乾隆壬寅（47年）に廟宇の重修したときの来日望の碑記．本文で   

は「洪武初建」とある．  

㈹ 「恢復追租局」『申報』〈地方通信・蘇州〉1918年2月23日．「高等審判庁接奉省公署令開，拠崇明県業戸陳集益等，以法   

政抵触等情，具里到署，除批里悉，業主請求追租，上海地審庁認為民事訴訟案件，本為正雛．惟査各属追比田租耕法，程前   

都督於民国元年，依拠法理，参酌習慣，通令暫帰行政機関執行，数戟以来，成称便利．如無別項糾葛，自可循旧排理，以順   

輿情．除訓令崇明県知事査照排理外，合行令仰該庁長，転令各級庁兼理司法各県知事，一体知照．荘庁長奉文後，己通令知   

照臭．」（「追租案暫帰行政」同上，1917年12月18日）と民国元年から法的に追租は行政機関が処理し，行政から委員を派遣   

する追租局が作られていた．  

射）拙著第七章，一九二○年代の蘇州における租佃関係，参照．無錫では1927年3月23日の政務会議で「追租所の裁撤の実行」   

が議決されており（「県政府之政務会議」『申報』〈地方通信・無錫〉）1927年3月30日），蘇州でも本稿でみたように追租局   

が委員から警察分局に変わっており，租桟地主の官憲を利用しての追租局への批判は強かったと思われる．  

（札幌校教授）  
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